
 

 

 

 

 

 

 

石巻市では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、子育てにかかる親の経済的

負担の軽減を図るため、国の特別定額給付金の対象外となった、令和２年４月２８日から令和

３年４月１日までに出生し、石巻市に住民登録をした子どもを養育している父又は母に、新生

児臨時特別定額給付金として１０万円を支給します。 

詳しい情報をお知りになりたい方は、市ホームページをご覧ください。  

支給対象者 

令和２年４月２８日から令和３年４月１日まで（以下「対象期間」という。）

に出生し、石巻市に住民登録をした子どもを監護する父又は母 

※他の市区町村で同様の給付等を受けていた場合は対象外 

  

給付金額 新生児１人につき１０万円 

  

申請期間 令和２年１０月１日～令和３年４月３０日 

  

申請方法 

申請書は、出生届、転入届の提出時にお渡しします。 

令和２年９月３０日時点で対象期間に市に住民登録をしている支給対象者

となる見込みの方には市から申請書等を郵送いたします。 

≪申請に必要な書類≫ 

① 石巻市新生児臨時特別定額給付金申請書 

② 申請者の本人確認書類の写し（運転免許証等） 

③ 申請者の通帳等（口座番号及び口座名義人がわかる部分）の写し 

  

振込み時期 申請を受理してから１か月程度での振り込みを予定 

  

申し込み 

問い合わせ 

〒９８６－８５０１ 石巻市穀町１４番１号 

石巻市福祉部子育て支援課（石巻市役所２階 １１番窓口） 

電話：０２２５－９５－１１１１（内線２５５２・２５５３・２５５４） 

 

石巻市新生児臨時特別定額

給付金のお知らせ 
 


